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　議事日程
　　午後 2 時 00 分開議
日程第１　会期決定の件
日程第２　議案第１号ほか上程
　
　会議に付した案件
　１　開会宣言
　１　諸般の報告
　１　会議録署名議員の指名
　１　日程第１
　１　広域連合長の発言
　１　日程第２

出席議員（17人）
　　議　長　17番　　松　永　征　明　君
　　副議長　７番　　中　田　　　磨　君
　　　　　　１番　　吉　田　保　博　君
　　　　　　２番　　及　川　滿　浩　君
　　　　　　３番　　近江屋　　　茂　君
　　　　　　４番　　髙　橋　正　秀　君
　　　　　　５番　　立　石　　　巧　君
　　　　　　６番　　山　吉　公　徳　君
　　　　　　８番　　川　村　真　一　君
　　　　　　９番　　三　木　　　均　君
　　　　　　10番　　森　　　　　豊　君
　　　　　　11番　　松　原　慶　子　君
　　　　　　12番　　大　越　拓　也　君
　　　　　　13番　　草　島　守　之　君
　　　　　　14番　　梅　津　則　行　君
　　　　　　15番　　板　谷　昌　慶　君
　　　　　　16番　　松　尾　和　仁　君

本会議場に出席した者
広 域 連 合 長　　蝦　名　大　也　君
副 広 域 連 合 長　　小　松　　　茂　君
副 広 域 連 合 長　　大　石　正　行　君
副 広 域 連 合 長　　棚　野　孝　夫　君
副 広 域 連 合 長　　德　永　哲　雄　君

事 務 管 理 者　　伴　　　　　篤　君
監 査 委 員　　田　中　敏　也　君
事 務 局 長　　叶　田　洋　一　君
事 務 局 主 幹　　松　本　　　淳　君

議会事務局職員
議 会 事 務 局 長　　若　生　貴　仁　君
議 事 課 長　　久万田　文　代　君
議 事 課 長 補 佐　　山　本　晃　嗣　君
議 事 課 専 門 員　　渡　邊　尚　史　君

令和２年第１回２月定例会

釧 路 広 域 連 合 議 会 会 議 録　　第　　1　　日

令和２年２月17日（月曜日）

　午後２時00分
　開会宣告
○議長松永征明君　　　皆さんご苦労さまです。
　出席議員が定足数に達しておりますので、令和２年
第１回釧路広域連合議会２月定例会は成立いたしまし
た。
　よって、これより開会いたします。直ちに会議を開
きます。
　事務局長に諸般の報告をさせます。
　
　諸般の報告
○議会事務局長若生貴仁君　　　報告をいたします。
　ただいまの出席議員は、17人であります。
　今議会に連合長から提出された議案は、議案第１号
及び第２号であります。
　次に、監査委員から、地方自治法第199条第９項の
規定に基づき、監査報告書の提出がありました。
　また、同法第235条の２第３項の規定に基づき、例
月現金出納検査報告書の提出がありました。
　次に、本日の議事日程は、日程第１、会期決定の
件、日程第２、議案第１号及び第２号であります。
　以上で報告を終わります。
　
　会議録署名議員の指名
○議長松永征明君　　　会議録署名議員の指名を行い
ます。
　今定例会の会議録署名議員は、会議規則第96条の規
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定により、
　８番　川　村　真　一　議員
　15番　板　谷　昌　慶　議員

を指名いたします。
　
　日程第１　会期決定の件
○議長松永征明君　　　日程第１、会期決定の件を議
題といたします。
　お諮りいたします。
　今会期は、本日１日間といたしたいと思います。こ
れにご異議ございませんか。
　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長松永征明君　　　ご異議なしと認めます。
　よって、会期は本日１日間と決しました。
　
○議長松永征明君　　　この際、連合長から発言を求
められておりますので、これを許します。
　連合長。
　
　広域連合長の発言
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　発言のお許し
をいただきましたので、一言ご挨拶とご報告を申し上
げます。
　議員の皆様におかれましては、時節柄何かとご多用
の折、また本日、雪のなかでございます。ここにお集
りいただきまして令和２年第１回広域連合会議２月定
例会を開催できましたことに心から感謝と御礼を申し
上げます。
　まず、厚岸町の加入についてでございます。
　去る１月７日に北海道知事から厚岸町加入に係る許
可を得たところでございます。今後連合議員を選出し
ていただき６市町村での新たな体制で進めさせていた
だくということになりますのでよろしくお願いいたし
ます。
　次に、広域連合清掃工場についてであります。平成
18年４月の供用開始以来、構成市町村との円滑な連絡
調整のもと、安定した稼働を順調に続けてきたところ
でございます。稼働から14年が経過いたしまして施設
の長寿命化を図るため、令和２年度からは基幹的設備
改良工事を始めてまいります。また、15年間の長期包
括委託契約の最終年度となり、その後の新たな長期包
括委託契約についても検討してまいります。引き続き
構成市町村の皆様と連携を図りながら諸準備を進めて
まいりたいとこのように考えてございます。
　ここで令和元年度12月末現在におけるこれまでの処
理状況につきまして、ご報告をさせていただきます。
　構成市町村からの搬入ごみ量につきましては、昨年
同期と比べまして470トン、率にいたしまして0.96％
減少しており、これは２つの炉を計画的に運用するこ
とによりまして効率的に焼却処理を行っているもので

あります。
　次に、資源循環の取り組み状況についてでありま
す。
　当清掃工場では、廃熱を利用した廃棄物発電を行っ
ておりまして工場で使用する電力のほとんどを賄った
うえ、余剰電力の売電を行っているということで、こ
れによりまして9,231万円の収入を上げているという
ことであります。経過等については以上でございま
す。
　この後、議案といたしまして令和２年度一般会計予
算につきまして、そして釧路広域連合広域計画変更に
関する件この２件についてご審議をいただくことと
なってございますのでよろしくお願いをいたします。
　最後に当広域連合の業務執行にあたりまして引き続
き安全で安定した稼働を基本といたしまして構成市町
村の負担金の抑制に繋がりますよう、尚一層の効率的
で経済的な運営を心掛け最善の努力をしてまいる所存
でございます。今後とも議員各位並びに関係住民、各
町村長の皆様方の更なるご理解とご協力をお願い申し
上げまして開会にあたってのご挨拶とさせていただき
ます。よろしくお願い申し上げます。
　
　日程第２　議案第１号ほか上程
○議長松永征明君　　　日程第２、議案第１号及び第
２号を議題といたします。提案理由の説明を求めま
す。
　伴事務管理者。
　
　提案説明
○事務管理者伴　篤君（登壇）　　　ただいま議題に
供されました各案件につきまして提案の理由をご説明
申し上げます。
　はじめに議案第１号、令和２年度釧路広域連合一般
会計予算についてご説明申し上げます。
　清掃工場の本格稼働から15年次目にあたります令和
２年度の釧路広域連合一般会計予算の総額は歳入歳出
それぞれ前年度対比12億7,006万3千円増の25億5,335万
6千円となっております。まず、歳出の主な内容につ
きましてご説明申し上げます。
　第１款、議会費につきましては前年度対比17万5千
円増の100万7千円を計上いたしました。
　第２款、総務費につきましては前年度対比133万2千
円増の5,662万9千円を計上いたしました。
　次に第３款、衛生費につきましては基幹的設備改良
工事の開始に伴い前年度対比14億7,777万6千円増の23
億6,639万円を計上いたしました。
　第４款、公債費につきましては一般廃棄物処理事業
費の起債償還が一部終了したため、前年度対比２億
922万円減の１億2,903万円を計上いたしました。
　第５款、予備費につきましては前年度同額の30万円
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を計上いたしました。
　次に歳入の主な内容につきましてご説明申し上げま
す。
　第１款、負担金につきましては広域連合構成市町村
からの負担金で基幹的設備改良工事の負担に伴い、前
年度対比10億895万2千円増の19億9,885万8千円を計上
いたしました。
　第２款、使用料及び手数料につきましては事業系可
燃ごみの直接搬入量の減を見込み、前年度対比207万8
千円減の１億8,725万6千円を計上いたしました。
　第３款、国庫支出金につきましては基幹的設備改良
事業に係る循環型社会形成推進交付金として前年度対
比２億5,894万2千円増の２億6,494万2千円を計上いた
しました。
　第４款、繰越金につきましては前年度と同額として
おります。
　第５款、諸収入につきましては売電収入等の増で前
年度対比424万7千円増の１億229万9千円を計上いたし
ました。
　以上をもちまして令和２年度釧路広域連合一般会計
予算の説明を終わります。
　次に議案第２号、釧路広域連合広域計画変更に関す
る件についてであります。
　広域行政の円滑な推進を図ることを目的に作成して
いる現計画を厚岸町加入に伴う構成市町村の増のた
め、所要の変更を行うものであります。
　以上をもちまして各案件に対する説明を終わりま
す。よろしくご審議のうえ、原案どおりご承認くださ
いますようお願い申し上げます。
　
　質疑・一般質問
○議長松永征明君　　　これより質疑並びに一般質問
を行います。
　はじめに14番梅津則行議員の発言を許します。
　14番梅津則行議員。
○14番梅津則行君（登壇）　　　それでは通告の内
容についていくつかお聞きしたいと思います。
　今回の一般質問においては清掃工場の長寿命化総合
計画に係わる新年度予算が示されております。ただ、
その前提となることがいくつか明らかになっていない
ことがありますので、その点を中心にお聞きしたいと
思います。
　まず最初に長寿命化総合計画を進めるにあたって、
現施設を引き続き稼働させていくという考え方になっ
ています。焼却処理方式というのはガス化溶融炉に留
まりません。ストーカ炉もありますし、ようするに溶
融はしない焼却だけのものもあります。その焼却処理
方式ごとに実は二酸化炭素の排出量これが大きく違っ
ていると私は考えています。そこでお聞きしたいと思
いますが、当清掃工場の流動床式ガス化溶融炉とそれ

からストーカ式の焼却炉を比べてみた場合に二酸化炭
素の排出量はどれ位の違いがあるものなのか、そして
そのことについて広域連合としてはどのような認識を
もっているのか明らかにしてください。温暖化の問
題、気候変動の問題は大変大きな課題になっているな
かで、やはり最低限これぐらいのことはしっかり比べ
てみる必要が議会としてもあるべきものと考えるもの
ですから、答弁を求めたいと思っております。
　次に、もしそれではそのストーカ炉を含めた施設更
新を進めた場合にどうなるのかと、その点は議員協議
会においてもあまり明らかになりませんでした。その
後どのような検討をされたのか、二酸化炭素の排出量
の観点からどうお考えになるのか明らかにしていただ
きたいというふうに思います。
　次に、延命化と施設更新の比較した費用の数値が示
されました。延命化工事で大雑把でありますが43億
円、新施設建設費で120億円と示されましたが、当然
延命化の方が費用がかからないということでありま
す。ただ、それはあくまでも環境省が示した項目やそ
の基準その内容で試算をした結果だろうというふうに
思います。とりわけ新施設をもし建設したとすれば、
流動床式ガス化溶融炉これの最近の発注実績が１トン
あたり7,000万円で想定をして120億円という試算を出
しています。しかし、平成18年から稼働している現施
設の建設費は結局は45億円だったと思いますが予定し
た金額の半分近くになっているものであります。よっ
て、入札に、もしかけたとすれば120億円よりも下が
ることが明らかではないかと思いますが、その点はど
うお考えなのかお示しをいただきたいと思います。
　次に、延命化と施設更新は19年間の点検補修費を見
せていただいたらそう大きな違いがない。延命化する
場合は約60億円、施設更新の場合は約56億円となって
おりました。そこでお伺いしたいんですが、現在の稼
働している施設においては当初予定していた15年間の
点検補修費はいくらだったのか、それが結果的に13年
経過していくら位になったのか、だいぶ抑えられたの
ではないかと私は思うわけでありますがお示しをいた
だきたいと思います。
　質問の最後は延命化をするとしてもそれじゃあそれ
に係わる事業といいましょうか、工事といいましょう
かそれに対しての入札だとか等々は必要ではなかった
のでしょうか。必要とお考えではないのでしょうか。
そうすれば当初、環境省が想定している金額よりは抑
制することができるはずですし、一般論として40億を
超える工事の場合、これは入札をかけるのが至極当然
のことだと思いますが、その考えがないのかどうなの
か明らかにして下さい。これで１回目の質問としま
す。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
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○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　釧路市梅津則
行議員のご質問にお答えをいたします。
　ガス化溶融炉とストーカ炉の二酸化炭素の排出量に
ついてのご質問でございます。
　私どもとしても個別の比較があるかと思いますが、
全体のどのような形のなかで進めていくのかというこ
とが重要だと考えておりますので、そういった観点で
ご答弁をさせていただきたいと思います。
　まず、ごみの焼却施設で発生する二酸化炭素の排出
量、この大半というものはごみに含まれる炭素でござ
いまして、焼却方式によるこの二酸化炭素排出量の発
生量の差は基本的に無いという状況でございます。
　そのうえで私どもの施設でございます。ごみの焼却
とあわせて灰分の溶融処理を行っている。そのなかで
助燃材、例えば灯油ですね。これを使用するために焼
却だけを行うストーカ炉に比べて二酸化炭素の排出
量、つまりその作業が加わることから若干多くなると
いうことでございます。しかし、ストーカ炉におきま
して現在と同レベルの環境保全対策を行うためには灰
溶融炉を別に設けるなど、この処理工程が多くなりま
すので、そうなりますと二酸化炭素の排出量でありま
すね、全体としてはストーカ炉の方が１割以上多くな
ると認識をしているところでございます。私からは以
上であります。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から梅津議員
の１回目の質問に答弁させていただきます。
　まず１つ目、ストーカ炉を含めた施設更新の検討に
ついてでございます。本施設建設時のごみ焼却方式の
選定につきましては、地域特性を考慮した結果、シャ
フト式、流動床式、キルン式の各ガス化溶融方式が優
れていると判断され、入札により流動床式ガス化溶融
方式に決定したところでございます。今回は環境省の
廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引きに基づ
き検討した結果、現施設を延命化することが最も経済
的で効果的な方法であると判断したところでございま
す。
　続きまして、ライフサイクルコストの比較における
新設建設費設定についてでございます。本施設の建
設時の落札金額は47億2,500万円、処理トンあたり約
2,000万円でございました。当時、ガス化溶融技術は
実用化された直後で参入メーカーも多く、各メーカー
が受注実績確保のため安価で入札に臨んだ結果として
予定価格の約半額で落札されたものと考えてございま
す。
　このように入札は結果でございまして、落札金額の
低下を見込んだ事業計画は難しいものと考えておりま
す。今後の契約手続きにつきましては法令に従って適
正にやってまいりたいと考えてございます。
　続きまして、15年間の点検補修費と実績についてで

ございます。
　本施設の運転管理は、15年間の長期包括業務委託と
して民間事業者に長期間の委託をしております。点検
補修作業につきましても受託会社により契約時に提出
を受けた15年間の点検補修費約26億円のなかで実施さ
れております。これまでの13年間の点検補修作業につ
きましても年度間の移動はあるものの、概ね当初計画
に添って行われており、これまで増額要請もなく13年
間の予定事業費約22億円の範囲で実施されてきており
ます。
　続きまして、延命化工事の契約方法についてでござ
います。今回の基幹的設備改良工事の発注におきまし
ては競争入札に付することの可能性を含めて検討を
行ったところ、流動床式ガス化溶融炉の技術を持ち延
命化工事の受注実績のある業者は数社に限られている
という状況でございます。このため競争性の導入とい
う観点から一定規模以上の流動床式ガス化溶融炉の建
設、稼働実績のある４社に対して積算資料として使用
する参考価格等の見積図書の提出を求めたところ１社
からの提出があったところでございます。これらの状
況を踏まえまして今後の契約手続きを進めてまいりた
いと考えているところでございます。以上でございま
す。
○議長松永征明君　　　14番梅津則行議員。
○14番梅津則行君（登壇）　　　それでは２回目の
質問をさせていただきます。
　最初に二酸化炭素の排出量の関係からお聞きしたい
と思います。二酸化炭素の排出量はできるだけ抑制を
すること、これは皆さん同じご意見だろうというふう
に思います。とりわけ今の時代においては更にそのこ
とが求められていることであります。先ほどの連合長
の答弁のなかでいくらかストーカ炉の方が少ないとい
うことをお話になられたと私自身は思っていますが、
再度その点は確認をさせていただきたいというふうに
思います。色々この流動床式をいれる時もそうでした
と思いますが、当然ストーカ炉と比べた時に二酸化炭
素の排出量はやはり流動床式ガス化溶融炉の方が多い
というのはこれは間違いのないことだと思うんです
ね。まずはそのことを確認させていただきたいと思う
んです。それは色んな自治体においてそれぞれこの処
理方式を比較をして色んな資料を示していることが１
つあります。例えばある自治体では二酸化炭素の排出
量、地球温暖化防止という観点から直接排出量はス
トーカと変わらないが電力使用量が多く、その分だけ
排出量が多くなるというのが流動床式、我が広域連合
のガス化溶融炉の特徴なのでありますね。それと同時
にもう１つは、ごみの発熱量が低くなると補助燃料と
いいましょうか助燃が必要となるため、その分も実は
二酸化炭素が増加するということなのでありますね。
これがストーカ炉との一定の違いがあり、二酸化炭素
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の排出量が多いわけなんです。それともう一つの根拠
は、これはこの交付金を受けるにあたって環境省が出
している資料のなかにおいても同様に実はその基準値
がこれですね、廃棄物処理施設の基幹的設備改良マ
ニュアルというものがありますが、そのなかで示され
ている交付金を申請するにあたって、ガス化溶融炉の
場合の基準値、CO2の排出の基準値というのがありま
すね。それからストーカ炉の場合の基準値、正しい言
い方はそういう言い方はしませんけど、溶融処理を行
う一般廃棄物処理施設と溶融処理を行わない一般処理
廃棄物の焼却施設においてはY＝−246X＋520…なん
か細かい数字言いますが、だから一問一答やらないと
これはわからないわけですよ。そこをとりわけ強調し
ておきたいと思います。
　そこでですね、比べてみたらやはり溶融処理を行わ
ない場合の方が交付金を申請するにあたっての二酸化
炭素の排出量の基準値は低いんです。だからこれは明
確にガス化溶融炉の方が二酸化炭素の排出するのが多
いということが事実なんですね。同時に助燃材を使っ
ていく、今回の報告のなかでは昨年度よりは少なく
なったとありましたけど、でもやはり使うんですね。
その分はやはり二酸化炭素の排出が多くなってくる。
この点をどれだけ検討されたのかということでありま
す。二酸化炭素の排出量をどれだけの問題意識をもっ
て、どれだけ議論をしたのかということを改めてお聞
きしたいと思うんですね。実は延命化工事により環
境省の基準で進めていくと二酸化炭素の排出は14.9％
だったでしょうか、削減効果があるのは全くその通り
だろうというふうに思うんです。しかし、本当にス
トーカ炉より二酸化炭素は削減されるのかどうなの
か、そこは改めてご答弁を求めておきたいというふう
に思います。
　さて、ごみの焼却において二酸化炭素を排出する場
合に一番の問題はごみ質の問題が一定出てきます。そ
れはごみ質によって助燃材を使わなければならないと
いうことがあります。よってきっちりとした分別をし
なければ温度が下がってしまうという具体的には生ご
みが入ってくると温度が下がってしまうので、どうし
ても助燃材を多く使っていく。ようするに分別をどん
どんどんどんしっかり進めていけば、またはごみの減
量を進めていけば本当に今の炉の大きさが広域連合と
して適切なのかどうなのか、そこも議論されたのか検
討されたのかお聞きしたいと思います。私はごみの減
量化と実は逆行するのがこのガス化溶融炉だと考えて
います。それは今申した通りです。ごみの質を確保し
なければならない。ごみ量を確保しなければならな
い。かえってあまり減量をしてしまうと、または分別
がしっかり徹底していないと助燃材がどうしても増え
てくるということも出てくると考えますので、そう
いった意味では本当にガス化溶融炉をこのまま続けて

いいものなのかどうなのか、それはどのように検討さ
れたのかお伺いをしたいと思います。
　さて、先ほど４社から様々寄せていただいて１社し
かなかったということで答弁がございました。実際に
これだけの化学工場といわれるごみの焼却施設という
のは、そうそう多くの会社が数字を示していくことは
難しいんだろうと確かに私もそれは思います。それで
は改めて確認をしますが、入札ということではないけ
ども実際に４社のうち１社しかこなかったというのは
いったいどういう要因なんでしょうか。この点はどの
ような受け止めをされているのか、お伺いをしたいと
思います。以上で２回目の質問とします。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　梅津議員の再
質問にお答えをいたします。
　先ほどもご答弁させていただいたところでございま
すけど、全体の工程のなかで、色んなことを考えてい
くことが必要であるということでございます。木と森
の関係がよく言われるんでありますけど、一つひとつ
の焼却ということだけ言いますとまさに議員がご質
問、ご指摘されたものがあるかというふうに思いま
す。それも先ほどご答弁させていただきました、単純
に焼却のみということであればストーカ炉の方が二酸
化炭素の排出量が少ないとありますね。でもそもそも
論としてその焼却の仕方というものに関しては、これ
はごみの炭素での問題でもありますから、焼却方式に
伴って排出のものは変わらないのが基本であると、問
題は作業手順のなかでどういった手順が例えば電気を
使う、助燃材を使う、そういった分のなかでプラスと
いうことがあり得るとこういったことは先ほどもご答
弁をさせていただいたところでございます。そのうえ
で、私どものこの清掃工場のなかではまさに全体の構
造、特に焼却残渣のことが出てくると思います。例え
ばこのうちのガス化溶融炉ですね、この方式でいきま
すと焼却残渣が少なくなってくるということでありま
して、一般的な例えばその焼却した場合には最終処分
場、これが大体15年位の量ですね。しかしながら、こ
れがガス化溶融炉これを行うことによってそれが少な
くなってプラス７年、22年間こうやって延長できると
いうこともあります。ですから、そういった状況のな
かで当時、まさにこれを選んだ時にダイオキシン類の
そういった色んなものにしっかり対応して行こうとい
うことで最新鋭のガス化溶融炉技術、これを採用しな
がら行ってきたところでございまして、そのような形
で全体を見渡しこの判断をしているところでございま
す。
　あと、ごみ質等につきましては事務局長の方から答
弁させていただきます。私からは以上であります。
○議長松永征明君　　　事務局長。
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○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　梅津議員の２回
目のご質問にお答えをさせていただきます。
　まず１つ目、ごみ質の問題でございます。助燃材を
使わなければならないということでございます。私ど
もの焼却施設につきましては、ガス化をしたうえでそ
の後、灰分を溶融炉にまわすというような仕組みと
なってございます。一定の温度を確保しなければなら
ないという点で、助燃を使わなければならないという
性質の焼却方式となっているものでございます。確か
にこのようなごみ質に一定のカロリーが必要な焼却炉
でございますので、この部分につきましては住民の皆
様との協力のもとに適切なごみ質の排出に努めていく
ようにと思っているところでございます。
　炉の大きさが適切かというご質問がございました。
私ども日120トンのごみを処理しているところでござ
います。今のところ適切にごみを焼却してほぼほぼ満
度の焼却炉の円滑な焼却を進めているところでござい
ます。充分な容量ということで特に大きすぎるという
状況ではないというふうに認識しているところでござ
います。
　それから契約方法の点でございます。４社から１社
というようなお話がありましたが、要因は何かという
ことのご質問でございました。
　１つ目は、私どもの施設は性能発注方式ということ
で、ごみを焼却することにより公害防止基準を遵守し
て一定の120トンの焼却を継続的にやらなければなら
ないという性能発注方式を委託会社に対してお願いし
ているところでございます。これをまずは遵守しなけ
ればならないということでございます。
　それから２つ目は、今回工事にあたっては私どもの
広域連合地域内に大きな焼却施設は私どもしかござい
ません。従って工事をしながらしかも住民の生活に支
障をきたさないように焼却処理も併行して進めていか
なければならないということがございます。こういう
ような観点に応じて提案する側としては難しい、ハー
ドルの高い提案がなされるということで１社というよ
うなご提案だったというふうに認識をしているところ
でございます。以上でございます。
○議長松永征明君　　　14番梅津則行議員。
○14番梅津則行君（登壇）　　　３回目の質問をさ
せていただきます。
　なぜ１社しかそうならなかったのかということの説
明は縷々説明していただきました。逆に言うと１社し
かそれを示すことができない施設だということです
よ。ということは入札にかけて下げることというのは
難しいということですよ。本当にそれじゃこのままこ
の金額でよろしいのかどうなのかというのは私は非常
に厳しいことではないかなと、問題あるとまでは言い
ませんが現時点ではそうなんでしょうから。ただ、町
村の皆さんの負担や住民の負担の観点から考えたらそ

うなのかと。ストーカ炉というのはもう長くやってい
ますから一定そういう会社はちゃんとあるわけです。
この流動床式ガス化溶融炉というのは今でこそ沢山全
国にありますけども15年経ってみて、そして延命化す
るのには確かにその事業をその工事をやるところはそ
う多くはないのも一方で事実であります。それだけ大
変難しい技術を伴っているものだと思います。逆に住
民負担の観点からいくと入札にかけれないから、かけ
れないとは言いません、示すことが他の３社ができな
いという問題があるということであると思います。こ
れはそういうふうに指摘をさせていただきます。それ
は質問ではありません。それで私は縷々連合長が説明
されたとおりで、結論としてガス化溶融炉の方がぐっ
と縮めて小さくしてそして最終処分場を長く使うこと
ができるからトータルでグッドだよと、正しい言葉で
はありませんけども、オッケーという説明だったと思
います。それは、この施設を作った時から何度もお聞
きしているので、それはその通りだろうというふうに
思います。今回、私がお話をしたのは、二酸化炭素の
排出をより抑制をするという観点を考えなければなら
ないということを言っているわけです。ですからその
点からのストーカ炉も含めた検討をもっとやるべき
で、できなかったのかということであります。その点
はどうお考えですか。二酸化炭素の排出は本当に大変
恐縮ですけども、釧路市においても秋刀魚の海流が大
きく蛇行している。秋刀魚がなんで蛇行しているかと
いうと食べるプランクトンが温暖化の影響でずっと離
れていっているわけなんですね。色んな問題がそこに
出てきています。釧路管内の産業にも大きく影響して
くる今後10年、15年見据えた時に二酸化炭素の排出を
やはりもっと下げるべきだと、こういう観点からこの
清掃工場のガス化溶融炉の在り方は考えるべきものと
思いますがいかがでしょうか。
　２つ目の質問は、ガス化溶融炉の弱点というのは、
どうしてもごみ量を確保しなければならないこういう
大きな問題を持っているんですね。ちょっと調べてみ
ました。釧路市の人口の調査で今年国勢調査がありま
すけども平成17年から平成27年までの国勢調査の人口
は10年間で15,736人減っています。多分、構成市町村
の皆さんのところでも人口が減っていくと多分20,000
人くらいは減っているのかもしれません。これが10年
間です。今後、この延命化は10年以上行うわけですけ
ども、その時にこのガス化溶融炉の場合にはごみを集
めなければならない。本当にそれじゃごみの減量化が
できるのか分別の徹底ができるのか、そういう大きな
課題を抱えている点をどう考えたのかということで
す。その点が全くみえてきません。これは構成市町村
にも係わることです。二酸化炭素の排出量とそしてガ
ス化溶融炉の持っている固有の問題点でのごみの分別
とごみの減量化と逆行する装置であることから、その
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点をどう考えたのかというそういうものが見えてきま
せんので、もう一度その点での答弁を求めて私の質問
を終わります。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　梅津議員の
再々質問にお答えをいたします。
　私どもは、やはりこのCO2の排出抑制は取り組んで
いるというところでございます。これは市ももちろん
であります。各自治体の方も目標を掲げていきながら
こういった1990年でしたか、その京都議定書の時の目
標に向けながら皆それを取り組みながらクリアしなが
らということを進めているものでございまして、色ん
な場面のなかでのCO2排出抑制をしっかり進めていく
というのが重要だと考えてございます。そのなかで、
先ほどご答弁させていただいておりますが、１つの場
所、ＡＢＣＤこれだけあるなかで、そのＡがもしくは
Ｂがその１つだけみて、こちらのＢとこういった比較
というものではなく、全ての行程のなか、こちらが３
だったら、こちらが５だったら、３つの行程と５つの
行程の全体を見たなかで物事を議論することが大事で
あるとこのようにご答弁をさせていただいているとこ
ろであります。そのなかで、まさに埋め立ての最終処
分場、そこまでそういったことを踏まえていったなか
で、間違いなくこの部分を計算に入れてませんけど
全体に量を少なくするということまではCO2の排出抑
制は１割くらい低くなってくるわけでございますし、
あわせてその処分場を作るための工事にどれだけの車
が入るかとなるとその部分はもっと跳ね上がってくる
ところでありますので、そのような形のなかで、CO2

の排出抑制というのはしっかり進めていきたいと。ま
たそれが色んな場面のなか環境を守るということに繋
がってくるのでしっかり行っていきたいと考えながら
の提案をさせていただいているところであります。私
からは以上でございます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　梅津議員のごみ
量の件につきまして、ご答弁をさせていただきます。
　今後、釧路管内市町村で人口が減っていくとごみを
集めて行く環境となるんじゃないかというお尋ねでご
ざいました。私どもの施設につきましては120トンの
焼却炉を２系統持って計240トンで運転させていただ
いております。随時１系統休んで補修あるいは２系統
あわせて運転するなどの運用によりまして、ごみ量の
変動には充分対応していけるものと認識しておりま
す。ごみが減量したとしても１炉の運転をすれば、そ
の運転の少ない経費のみで運転を続けることができる
ことから、ごみを集めなければならないという事態は
無いものと認識しております。以上でございます。
○議長松永征明君　　　次に、７番中田　麿議員の発

言を許します。
　７番中田　麿議員。
○７番中田　麿議員君（登壇）　　　７番、中田で
す。質問通告に基づいて質問を行います。
　第１回定例会には３件の質問通告をしておりますの
で、順次質問を行います。
　１件目は、施設の長寿命化による影響についてで
す。今回の事業で改修を行うことで将来的な効果はど
うなるのか。長期的な整備費の変化と今後の維持整備
に係わる負担軽減の取り組みについてどうなるのか伺
います。
　２件目は、自治体負担の予測についてです。今年か
ら厚岸町が加入するということになっています。令和
２年度の負担金の構成費割合、また構成自治体が増え
ることに伴う影響はどのようになるのか伺います。
　また、この点については資料を求めていますのであ
わせて答弁を求めます。
　３件目についてです。環境負荷軽減の取り組みにつ
いて前回の質問でも行いましたけども広域連合の取り
組みとあわせて各構成市町村でのごみ減量化の取り組
みをどのように連携して取り組んでいるのか伺いま
す。
　広域連合という機構であることから各自治体の運搬
業務があり、この点から運搬状況の課題と対策につい
ても伺います。
　また、最終処分場の負荷に係わって毎年の加入量と
最終処分場の処理能力の条件について伺います。
　最後にごみ処理で出るスラグの活用状況について伺
います。以上で１回目の質問を終わります。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　釧路町中田磨
議員のご質問にお答えします。
　私からは、改修を行うことにより将来的な効果はと
いうご質問でございます。もちろん、効果を出すよう
に行っていくのが当然のことでございますけど、そも
そも論として、この改良事業は必要性に迫られて行う
ものでございます。これは今までもお話をさせていた
だいておりますけど、主要な機器類、法定耐用年数、
大体15年程度、こういったものが多く、そのなかでは
法定耐用年数が15年でございますので、それ以上に
なってくると壊れる可能性が出てくるその時の責任問
題というのが係わってくるわけでございますので、そ
ういった意味でその部分のところをしっかりとクリア
していくということが重要なことだろうと考えており
ます。そのクリアしていくなかで、当然機能回復もあ
りながらよりよい、ライフサイクルコストですね。そ
ういった効果を生み出していこうとこういった考え方
でございます。私からは以上であります。
○議長松永征明君　　　事務局長。
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○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から中田議員
の１回目のご質問に答弁させていただきます。
　まず、長期的な整備費の変化と負担軽減の取り組み
についてでございます。延命化工事で特に劣化の進ん
だ機器の改修、更新を行うことによりまして最近増加
しています耐火材の摩耗、水冷管の損傷などの補修作
業の発生を抑え込むことができ、長期的な整備補修費
の抑制に繋がるものであると認識しております。負担
軽減の取り組みにつきましては、通常の維持補修作業
におきましても予防保全の考え方に立ち、計画的に点
検補修や部品交換を行うことにより施設の保全を図
り、突発的な故障や大規模補修工事の発生を防ぐこと
で維持補修費の低減化を図り構成市町村の負担を軽減
させてまいります。
　続きまして、新年度負担金の構成割合と自治体増の
影響でございます。現在の負担金の割合は５市町村で
の実績ごみ量割が釧路市が83.32％、釧路町が9.25％、
鶴居村が1.1％、白糠町が2.7％、弟子屈町が3.6％と
なっています。厚岸町が加入することにより６市町村
の実績ごみ量割は釧路市が80.57％、釧路町が8.71％、
鶴居村が１％、白糠町が2.54％、弟子屈町が3.42％、
厚岸町が3.76％となり釧路市が2.75ポイント減、釧路
町が0.54ポイント減、鶴居村が0.1ポイント減、白糠町
が0.16ポイント減、弟子屈町が0.21ポイント減となり
厚岸町加入により全ての現構成市町村の負担軽減が図
られます。
　続きまして、広域連合と各構成市町村の取り組みと
連携についてであります。平成30年11月に作成しまし
た釧路地域循環型社会形成推進地域計画におきまし
て、各市町村が連携してごみの発生抑制、再使用の推
進などにより環境負荷の低減に取り組むよう作成した
ところであります。各市町村では、ごみの排出抑制や
リサイクルの促進を啓発する環境イベントの開催、広
報紙などを通じた啓発活動を行っていく他、集団資源
回収への助成などの取り組みを進めております。ま
た、広域連合においても事業系ごみについてアンケー
ト調査を実施し、啓発チラシを作成し減量化の取り組
みを進めております。今後とも、構成市町村の担当課
長会議などにより連絡調整を密に行い情報共有を図り
ながら、地域全体としてごみ処理に伴う環境負荷の低
減に繋がるよう連携し取り組んでまいります。
　次に、環境負荷軽減の取り組みとして運搬状況の課
題と対策についてであります。
　平成13年度の広域連合設立時の協議におきまして、
各市町村から広域処理施設までの運搬経費が大きな課
題となっていたものを大型パッカー車の導入などによ
り課題の解消を図ってきたところでございます。
　次に、最終処分場の利用状況でございます。当清掃
工場からは焼却処理量の約７％、重量に換算して年平
均4,400トンの焼却残渣類を釧路市一般廃棄物最終処

分場に搬入し埋め立て処分をしております。現最終処
分場はあと数年で埋め立てが終了し令和６年度からは
釧路市が新たに最終処分場を供用開始、当清掃工場の
焼却残渣等についても引き続き搬入できる充分な容量
が確保される予定であります。当清掃工場の安定稼働
には焼却残渣の処分先確保が最重要事項であり、引き
続き釧路市の最終処分場に焼却残渣の全量の受け入れ
が継続できるよう釧路市との連携強化に務めてまいり
ます。
　次に、スラグの活用についてでございます。当清掃
工場から排出する溶融スラグにつきましては溶融スラ
グに関するＪＩＳ規格に基づき品質管理を行い、定期
的に行う材料試験でも天然の砂と変わらない状態で
あるという結果が出ています。当清掃工場では年間
1,500から1,800トン発生し、このうち500トン程度を道
路工事に使う路盤材やアスファルト用の細骨材として
活用を行っています。今後とも利用の促進を図るよう
構成市町村の工事部門への情報提供に取り組んでまい
ります。以上でございます。
○議長松永征明君　　　７番中田　麿議員君。
○７番　中田　麿議員君（登壇）　　　２回目の質問
に入ります。
　まず１点目、長寿命化による影響に係わってです
が、資料については前協議会等でも示されている長寿
命化総合計画書の素案等にも書かれているんですけど
も、例えばこの52ページの点検補修費の伸びからその
後のＬＣＣの算出比較ということで、概ね令和20年度
までの算出結果等の数字が出されているんですけども
このことによって具体的にどの程度の負担軽減がされ
るのかということがわからないものですからその点に
ついて金額について、また何パーセント位の軽減にな
るのか、答弁ですと言ってることはわかるんですが内
容がわからないのでこの点について答弁を求めたいと
思います。
　２点目の長期的な整備の変化と負担軽減の取り組み
ということで、今回の改修もそうですし当然老朽化が
進む、使えないということではなくて施設自体が使う
年数が増えていくと例えば今回やる工事以外の部分に
ついても一定の改修が必要なものが出てきたりとか、
その点のコストがかかる部分が多くなってくると思う
んです。ですから同じ10年でも１年から10年使った施
設と11年目から20年まで使った施設の老朽化による維
持整備費というのは当然伸びてくるわけです。これに
ついてはこの資料にも出されているとおりグラフでも
示されていますけども、当然伸びていくわけですから
今後将来的に負担がどうなっていくのかという点で言
えば私は伸びていくのではないかというふうに思いま
すので、その点についての考え、計算等について伺い
たいというふうに思います。
　例えばですけど、何もしていないという数値でいえ
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ば令和20年度では補修費が10億を超えるという設備に
なるということが言われていますしＬＣＣをやった場
合においても、令和20年度で６億円を超える整備費が
かかるとこれはこれまでの施設が若いといいますか、
まだ使っていない時期に比べたら大きく伸びていると
いうことですから、この辺の広域連合としての考え等
についてそういう考え方で私の捉えで正しいかどうか
も含めて伺いたいというふうに思います。
　２件目についてですけども、こうしたことが根拠に
なりながら当然これまで以上に施設での整備費等の負
担が各自治体が増えていくんではないかというふうに
考えます。今回出された資料については、パーセン
テージの指標になっていますので構成費としては厚岸
町が入ることによっては減少するようには見えるんで
すけども、分母となる維持整備費を含めた事業継続に
係わる予算が増えていけば当然その分実質的な自治体
負担が増えるというふうに捉えているわけですけれど
も、その点についての状況、考え方というか増加傾向
にあるのか、基本的には同じ額を契約の内容が決まっ
ているのであれば定額で自治体に負担金が求められる
のか、その点についてどういう状況になるのか答弁を
求めたいと思います。
　３件目について環境負荷関係ですけれども、循環型
の取り組みということで各市町村で作成しているとい
うことになりますけども、例えば連合が主体となって
各構成市町村のごみの分別のあり方や他ではこういう
ことをやっているということで先進的なところを全て
の自治体で取り入れながら全体共有していくような取
り組みになっているのか、連合としては事業所系につ
いて資料でも配付されてましたけども、取り組んでる
ということは承知していますけども、その点について
どのようにやっていくのか取り組めるのかどうかも含
めて示していただきたいと思いますし、当然ごみ量が
そういった取り組みの中で減ることによって広域連合
としてのメリットもあると思いますが、その点につい
て稼働日数が減るとか様々なことでの経費が軽減され
るとか、またはごみ量が減ることによる施設の負担が
減ること、ダメージが減ることによる改修維持補修等
の軽減にも繋がるというふうに思いますので、そう
いった取り組みは第一義的にやるべきというふうに考
えます。そういった点も含めて、ごみ減量化の取り組
みをもっと具体化してやっていくのかその点について
再度答弁を求めたいと思います。
　２つ目の運搬状況の関係なんですけども、広域連合
の広域計画のなかにも運搬について環境負荷も含めて
改善が必要だということで出されているんですけど
も、その点について具体的な取り組みがなされている
のかがわかりませんので、その点について答弁を求め
ていきたいと思うんですけども、収集運搬の効率化と
いうことで大型パッカー車の活用ということで、今１

回目の答弁でもあったんですけども、これはどの程度
使われるようになっているのか、その事によってどの
程度の効率化や環境負荷に係わる軽減がされているの
か伺いたいと思います。
　また、今後そのような計画が各自治体で行われると
いうふうになっているのかその点も含めて伺いたいと
思いますが、今後厚岸町も増えるということでもあり
ますし、弟子屈町が増えている。また、釧路市におい
ても音別や阿寒というかなり広域的な取り組みで広域
連合が運営されている以上はこうした移動による環境
負荷についても様々検討し、対策についても示してい
くべきと考えますが、その点について答弁を求めま
す。
　３点目で最終処分場の関係で年4,400トン搬入して
いるということで、令和６年からは新たな施設が稼働
するということであれば、令和５年で基本的にはこの
キャパが超えてしまうということでの取り扱いになる
と思うんですけども、新たな新施設も含めて何年程度
の規模収容が可能になるのか、その点について答弁を
求めたいというふうに思います。
　次、スラグの活用についてという点でございますけ
ども、実質出てる量というのが1,500トンから1,800ト
ン。今日出された資料では1,319トンというのが途中
までなのかと思うんですけども、そうしたなかで500
トンしか今のところは使えていないということで、地
域の活用状況からしてこれがかなり満度な状態なの
か、それとも残りの1,000トンから1,300トンについて
も更なる活用方法があるのかどうか、その点について
具体的な使い方や方法、またそれを使うための取り組
みについて伺いたいと思います。
　また、スラグの成分については先ほど天然の砂と同
じということでありましたけれども、成分というのは
一定公表されるのかどうか、私はちょっと細かいこと
はわかりませんけども、そういったものについても住
民の方からすれば廃棄物から出ているということでの
不安は当然あるわけですから、それを単純に大丈夫で
すと言葉だけではなくて数値として示すことが可能な
のかどうか、順次２回目の答弁を求めたいと思いま
す。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　中田議員の再
質問にお答えをしていきます。
　まず、長寿命化に向けてのことで素案の52ページの
お話をされたところでございますけど、数字がイコー
ルどれだけになるのかということまで私どももイコー
ルという形で示してということは現状のなかで今はで
きないし、これは数字にはならないものですね。その
傾向のなかで示させていただいてのもの、そのうえで
評価出させていただいているものだとこのように考え
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ています。
　そのうえで、話としてわかる全体の数字、この部
分の数字ということでありますけども、全体的な話
は今でもさせていただいています数字のなかでいい
ますと、つまり新たな建設そういったものを行ってい
くよりも、この延命化工事を行っていった方がまさし
く40億円くらい優位となるというそのなかで延命化と
いうものを行っていくということですね、今までお話
をさせていただいたところでございます。あわせて先
ほど冒頭にもご答弁させていただきましたが、私ども
のこの主要な機器、法定耐用年数、こういったものが
15年程度、もちろん７年とかそういうのは途中でみて
ます。そういった形のなかで長期包括業務委託契約も
まさに15年という形になっているものでございますの
で、そういったなかでは止めることのないよう、ほと
んど事故が起きないよう、そういったことを含めてい
きながらしっかりとした安定稼働をこれをベースのな
かで進めていくためにこれは必要なものとこのように
認識しているところでございます。
　あわせてごみの運搬についてのご質問あったわけで
ございます。これは各自治体が取り組んでいるところ
でございますので、それぞれの自治体の方のなかで確
認いただければありがたいと、私どもの方ではそこま
で取りまとめるわけではなく、それぞれのところが進
めているという状況をいただいていますが、主体と
なっているのはそれぞれの自治体ということでござい
ます。
　そして最終処分場これにつきましては、この地球温
暖化のことで2038年、そこまでの稼働というもの、使
用ですね。まさしく稼働とイコールだと思います。そ
ういったことですね、行っていくということで示して
いるものでございます。
　あと、溶融スラグについてであります。これにつき
ましては私どもできるだけ市の方で使っています。と
いうのはこれは運搬費ですね。スラグとしてはそんな
に高いものではない。つまり色んな工事のなかに砂の
代わり等々、使っていったときに近いところにあるも
のがより使われるという形でありますので、そういっ
たなかで市の方で使っています。これを周りの各関係
の自治体が使ってくるとなると、そこの輸送費をどの
ように考えるのかといったことになってくるかとこの
ように考えてございます。私どもそういった観点のな
かで、利用しながら行っているという状況でありま
す。
　あと、足りない分につきましては、事務局の方から
答弁させてもらいます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から中田議員
のご質問にお答えをさせていただきます。
　まず、点検補修費が後年次に増えていくということ

で市町村の負担が増えるのではないかということでご
ざいます。点検補修費については年々増えていくとい
う状況でございますけれども、この数字につきまして
は長寿命化総合計画のなかで環境省の手引きに基づい
てお示しし、作成をさせていただいた数字でございま
す。実際の数字につきましては、今後の新たな長期包
括契約の検討のなかで検討を進めてまいりたいと考え
ております。いずれにしても構成市町村のご負担がで
きるだけ低減化できるようなことを念頭に入れつつ、
務めてまいりたいというふうに考えております。
　それから、広域計画のなかで連合が主体となって先
進的な取り組みを進めていくべきではないかというよ
うなご質問でございました。私どもは、清掃の自治体
の全国組織に毎年出席をさせていただきまして、先進
的な取り組みについての情報を共有をさせていただい
てございます。このような有益な情報交換をしたうえ
で、各構成市町村の担当課長の皆さんと共に会議を開
いて連携を密にし、情報を共有して新たな取り組みが
ある場合には取り組んでいきたいというふうに思って
いるところでございます。
　それから、スラグの成分についてでございます。ス
ラグの成分の主なものでございますけども、ガラス質
の二酸化ケイ素がほぼ大宗を占めるものでございま
す。私からは以上でございます。
○議長松永征明君　　　７番中田　麿議員君。
○７番　中田　麿議員君（登壇）　　　最後の質問に
なりますが、まず１点目として様々長寿命化総合計画
書の素案という形が現時点での内容になりますけど
も、示されているなかでなぜその影響額、軽減額も含
めて出されないのかというのがすごく不思議な答弁と
いうふうに私は言わざるを得ません。結果的にどの程
度、試算とはいえここまで細かい数字を出しているの
に結果どうなのかというのが全くわからないというの
は議会軽視にも繋がりかねない課題ですから、そう
いった点では自分達が出した数字くらいはしっかりと
具体的に出していただきたい。そのために通告もして
るわけですから、その点についてはやはり答弁求めた
いというふうに思います。あと、具体的に素案との関
係で聞くと52ページの表の４の14というのは何も延命
化しない場合の建設費、補修費が出ているということ
でありますけども令和20年度では先ほども言ったよう
に10億円を超えるわけです。ただ、推定値のところで
は点検補修費というところは斜線が引かれていてここ
については示されていないんです。実際的にこの数字
がどうなるのか。更に53ページ、54ページに係わって
は54ページの②、表の４の17で言えばここでも点検補
修費は書いていないんですよね。令和20年度で６億円
ですか、４億円程度の単年度で見れば減額になるとい
うことは単体では見えるんですけど、じゃあこの間、
点検をしないのかというとそうでは無いのですから結



− 11 −

令和２年２月17日（月）第 1 回 ２月定例会・第 1 日

果的にそのランニングコストがどうなるのかというこ
とについては、ちょっとわかりにくい資料にもなって
います。そうした点でかなり簡単な聞き方だったと思
うんですけども、比較したらどの程度のこの設備に対
する費用が浮くのか、ただ一方で当然工事もするわけ
ですから、その点について今回の工事費との兼ね合い
でどういう影響額が出るのかということは、やっぱり
示していただきたいと思うんです。先ほど梅津議員の
質問でもこうした質問があったはずなんですが、この
点について答えられていなかったというふうに思いま
すので、やはりこうした点についてはしっかりと示し
ていただきたいと思います。こうしたものが現時点で
示されなければ将来的に更に最延長した時のコスト等
の比較や、その時に新たな施設を建設した時の比較と
いうことにも当然繋がっていきますから、この点につ
いては私もこだわって答弁を求めたいというふうに思
います。
　次に、自治体の影響額という関係になりますけど
も、やはり今言ったことがしっかりと示されたうえ
で、これまでの維持整備費も含めた運営費についての
負担がやはりどうなっていくのかということが当然割
り返しも含めて示されるわけですよ。自治体について
それぞれの自治体にも概ねこういう傾向になっていく
ということを示していただかないと将来の財政計画も
大きく影響する課題になりますから、議会としてもそ
の時その時示しますでは困るんです。そういう点も含
めて、どういった分析のもとで今回の工事も含めてや
られているのか。そうした工事費、またＬＣＣをやっ
たことによってどう効果が出ているのかということも
あわせてやはり示すべき内容だと思います。今日答弁
がでないにしても、しっかりと今指摘してる点につい
ては検証して議会に示すよう、そうした観点からも答
弁を求めたいと思います。場合によっては次聞いた時
には全部出してもらうということも踏まえての質問に
なりますので、よろしくお願いします。
　次、３点目についてですけども、厚岸町が増えると
いうことは一定のごみ量が増えるということになりま
すから、その点では清掃工場の稼働日数も増えていく
だろうということが予想されます。そうしたなかで、
やっぱり全体のごみ量が減ることによる稼働日数、減
ることによる当然経費負担軽減にも繋がりますし、そ
ういった点では各自治体がやってますということだけ
ではなくて広域連合のなかでも、議案第２にも係わり
ますけども広域計画ということが出ています。変更点
については全く変わりませんからそういうことで言え
ばこの中身でそのものだと思うんですけども、そのな
かにもやはり課題、広域連合としての取り組み方とい
うのが出てますから、そういった視点で各自治体に任
せていますではなく、連合としてどう取り組むのかと
いうことをしっかりと計画に基づく考えを示していた

だきたいというふうに思いますので、その点について
３点目で伺いたいと思います。
　運搬状況の課題というところで、各自治体で取り組
むということにはなるんですけども、やはり例えば
今、報道ではパッカー車のエコカーが出ているとか
様々出ているんです。当然それについては導入資金等
またその委託業者等の力量や考え方によって変わって
くる部分というのはあると思うんですけども、例えば
そういったことを誘導するような考えや施策なんかも
広域連合として持っていけることがあるのか、場合に
よっては各自治体で取り組むことが必要であれば、例
えば広域連合として一定各自治体にそういった要請や
協議をする場を設けるなど、取り組むことはあるんで
はないかというふうに考えますので、その点について
の考えを伺いたいというふうに思います。
　３点目は全体として中身がわかりましたのでよろし
いです。
　４点目として、スラグの活用についてということで
釧路市で使っているということ、距離の関係でいえ
ば、私が決めることではないのですけど、釧路町であ
れば例えばほとんど同じ圏域で輸送料も場合によって
は釧路市の地域によっては近いところもありますし、
他のところで使うようなことなんかもやれるのか、そ
もそも釧路市が発注するところで言えば、一定の限界
点を迎えているという捉え方でいいのか、その点につ
いて最後確認をし答弁を求めたいと思います。
○議長松永征明君　　　理事者の答弁を求めます。
　連合長。　
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　中田議員の
再々質問にお答えをしていきます。
　まず、私ども議会にしっかりと示しながら進めてい
るものでございまして、またこの素案のなかでも、も
ちろん議会のなかでの様々な議論が大事だとこのよう
に思っておりますが、何か不明な点があれば、ぜひ職
員に尋ねていただければありがたいと思っているとこ
ろであります。
　例えば今、ご質問いただきました52ページでござい
ますね。実はご質問にあったのは累計金額でございま
して、単年度でいいますと５億ちょっとということで
ございます。まさしくご不明な点があればなんなりと
またお話いただきながら私どもは説明をしていく、こ
のように考えているところでございます。あわせて数
字につきましては、これは55ページに明確に定量的比
較ということで出しているものでございますので、か
つご不明な点があれば、また色々とお問い合わせいた
だければ私どもは丁寧にご説明をさせていただきたい
とこのように考えているところであります。
　そしてごみ量が厚岸町さんが加入することで増えて
いくということでありますが、ここも実際そうであり
ますけども、パーセントの割合を見ていただければ、
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ここもどの程度というのは出てくると考えておりま
す。このうえでより効率的に対応していくということ
が重要だと思いまして、まさしくその先ほど梅津議員
からのご答弁のなかで事務局長の方からも炉の大きさ
等お話させていただきました。いかに効率的にまわし
ていくのかということが重要なことだというふうに考
えているところであります。そしてごみにつきまして
は各自治体に任せているというこういったご表現でご
ざいますが、そうではなくまさしく各自治体のなか現
場のなかで進めているということでございます。そし
て先ほども答弁のなかで私どもは全国色んな情報、こ
ういったもの情報共有するように進めているとご答弁
させていただいているところでありますので、まさに
どこがしっかりと行っているか、また私どもはそこと
連携しているという背景もしっかりご理解をいただき
たいなと思うわけであります。
　あわせましてスラグでございます。先ほどもご答弁
させていただきましたスラグは安価であるけど運搬費
というところにネックが出てくるものでありまして、
そこについてはまさに私どもこういったお話をさせて
いただいているところでありまして、何とか利用とい
うもの、どうやったら使えるかということをまた考え
ていただく、これが重要なことだと認識しているとこ
ろでございます。中身については安全性等はしっかり
とお話しているわけでございまして、こういった情報
提供していきながら連帯となってこの清掃工場の方、
安定的にしっかり稼働していくように務めてまいりた
いと考えてる次第でございます。私からは以上であり
ます。
○議長松永征明君　　　事務局長。
○事務局長叶田洋一君（登壇）　　　私から１点、令
和３年度以降の負担金の見込みについてお尋ねありま
したのでお答えをさせていただきます。
　現長期包括契約は令和２年度で終了することになり
ますので令和３年度以降の長期包括契約につきまして
は、改めて今年度検討をしてお示しをすることになる
ということでございます。よろしくお願いします。
○議長松永征明君　　　随時休憩します。

午後３時26分　休憩
○議長松永征明君　　　再開します。
　連合長。

午後３時34分　再開
○広域連合長蝦名大也君（登壇）　　　中田議員のご
質問にお答えします。
　今、ご質問の主旨のところで若干時間がかかったこ
と申し訳なく思っている次第であります。
　そのうえで、まさしくこれから延命化の工事を行っ
ていったなかでその後の維持管理運営費等々につきま
しては、まさにそこのところが決まってからそれから
そういった数値というのを議会の方に示して進めてい

く。もちろん構成市町村に示しながら進めていく予定
でございますので、そのような形のなかで全体の確た
る数字というのを出していくという、このように考え
ているところでございます。私からは以上でありま
す。
　
○議長松永征明君　　　以上をもって質疑並びに一般
質問を終結いたします。

　議案第１号討論
○議長松永征明君　　　次に、議案第１号に対する討
論に入ります。
　討論の通告がありますので、14番梅津則行議員の発
言を許します。
○議長松永征明君　　　14番梅津則行議員。
○14番梅津則行君（登壇）　　　議案第１号　令和
２年度釧路広域連合一般会計予算案について反対討論
を行います。
　今回の予算案を審査するにあたり、私は３つの点か
らこの議会で連合長そして事務方の皆さんにお伺いを
しました。それが多くの反対する理由であります。
　１つは、二酸化炭素の排出削減についてどのように
本格的に取り組んでいくかという点について、それが
明確にはなっていません。交付金の申請にあたっては
14％という数字を示しておりますが、それ以外にどの
ようにしていくのかということは何ら示されていませ
ん。基幹的設備改良事業においては、４つの二酸化炭
素の発生要因のうち、２つについて考慮して交付金を
という規定になっています。
　１つは施設の稼働に必要な電力消費によるものとい
うことであります。１つは重油などの補助的燃料使用
によるものとこの２点についてどのように下げていく
のか何ら議員協議会においても説明がありませんでし
た。また二酸化炭素の排出についてストーカ炉と比べ
て云々という議論もさせていただきましたが、それに
関係する今の２点についても何ら説明がございませ
ん。二酸化炭素の排出に本格的に取り組むということ
であれば、もっと検討すべきことがあったのではない
でしょうか。私はその点での課題を指摘させていただ
きます。これが反対する１点目であります。
　２点目については、先ほど釧路市の人口についてお
示しをしました国勢調査の人口比で15,736人減。同等
に比べませんが実は平成19年と29年度のごみの総排
出量は調べてみましたら約3,800トン減少しておりま
す。よって、これから人口減少の時代を更に迎えてい
くなかで、ごみ排出量が減少していきます。減ってき
た時に今のガス化溶融炉のごみの確保に課題は残らな
いのかどうなのかも指摘をさせていただきましたが、
大丈夫だということですが、私の疑問は除外できるも
のではないと思っています。



− 13 −

令和２年２月17日（月）第 1 回 ２月定例会・第 1 日

　３つ目の理由は、ガス化溶融炉自体がごみの分別と
減量化と残念ながら相反するものというふうに私は認
識しています。ごみの減量、分別を進めていけば今の
120トンというその大きさが稼働するのは難しくなる
のではないでしょうか。よって、減量への道を作るこ
とは難しいというふうに考えています。これが理由の
３つ目であります。
　二酸化炭素の問題、それから事業系ごみの減量につ
いても今般チラシなどを示していただきましたが、折
角のそういうご努力も今のガス化溶融炉だけの選択肢
で考えた場合には、残念ながらその道に繋ぐことは難
しいものと考えます。以上、二酸化炭素の排出量の問
題、人口減少におけるごみ量の確保の問題、ごみの分
別と減量化とガス化溶融炉の課題について充分な検討
がされたとは思えません。その点を指摘をさせていた
だいて反対討論といたします。
　
○議長松永征明君　　　以上をもって討論を終結いた
します。

　議案第１号表決（可決）
○議長松永征明君　　　議案第１号、令和２年度釧路
広域連合一般会計予算を採決いたします。
　本案を原案可決と決することに賛成の方の起立を求
めます。
　〔起立多数〕
○議長松永征明君　　　起立多数と認めます。
　よって、本案は原案可決と決しました。

　議案第２号討論省略
○議長松永征明君　　　この際、お諮りいたします。
　議案第２号に対する討論を省略し、直ちに採決を行
うことに、ご異議ございませんか。
　〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕
○議長松永征明君　　　ご意義なしと認めます。
　よって、直ちに採決を行います。

　議案第２号表決（可決）
○議長松永征明君　　　議案第２号釧路広域連合広域
計画変更に関する件を採決をいたします。
　本案を原案可決と決することに賛成の方の起立を求
めます。
　〔起立全員〕
○議長松永征明君　　　起立全員と認めます。
　よって、本案は原案可決と決しました。

　閉会宣告
○議長松永征明君　　　以上をもって今議会の日程
は、すべて終了いたしました。
　令和２年第１回釧路広域連合議会２月定例会は、こ

れをもって閉会いたします。
　大変ご苦労さまでした。

午後３時41分　閉会
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２/17　
（月）

２　/17　
（月）

14番　梅　津　則　行
　　　　（釧路市）

７番　中　田　　　麿
　　　　（釧路町）

1

２

１　議案第１号　令和２年度釧路広域連合一般会計予算
　⑴　釧路広域連合清掃工場長寿命化総合計画に関連する予算案につい

て

１　長寿命化による影響
　⑴　改修を行うことによる将来的な効果
　⑵　長期的な整備費の変化と、負担軽減の取り組み
２　自治体負担の予測
　⑴　新年度負担金の全ての構成比割合と、自治体増による影響
３　環境負荷軽減の取り組み
　⑴　広域連合及び各構成市町村の取り組みと連携
　⑵　運搬状況の課題と対策
　⑶　最終処分場の利用見込みと処理能力
　⑷　スラグの活用

順位 月 日 議席番号・発言議員 通　　　　告　　　　内　　　　容

令和２年第　1　回釧路広域連合議会　2　月定例会　質疑・一般質問発言項目一覧表
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会　期
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令和２年第　1　回　2　月定例会議事経過
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